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1
利用定員に応じた指導訓練室等ス
ペースの十分な確保

○ 46 1
・マット運動等のスペースも充
分にあります。

2 職員の適切な配置 ○ 45 2

・とても丁寧に対応していた
だいています。
・たくさんの先生が関わってく
ださり本人も喜んでいます。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフ
リー化、情報伝達等に配慮した環境
など障がいの特性に応じた設備整備

○ 46 1
・白板にその日のスケジュー
ルがあらかじめ書かれており
分かりやすいです。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の
活動に合わせた生活空間の確保

○ 46 1
・掃除もよくいきとどいており
清潔に保たれています。

1
業務改善を進めるためのPDCAサイク
ル（目標設定と振り返り）への職員の
積極的な参画

○

2
第三者による外部評価を活用した業
務改善の実施

○

外部評価は行っておりません
が、あけぼの園は宇和島市
の指定管理事業ですので、
市と連携しながら業務を行っ
ています。

3
職員の資質の向上を行うための研修
機会の確保

○

1
適切に支援プログラムが作成、公表
されているか

○
ホームページに公表していま
す。

43 3 1
支援プログラムの公表の周
知や園内の掲示を行います。

2

アセスメントを適切に行い、子どもと保
護者のニーズや課題を客観的に分析
した上での児童発達支援計画又は放
課後等デイサービス計画の作成

○ 46 1

・丁寧な聞き取りがあり、目
標を一緒に考えてもらってい
る。
・しっかり話しを聞いてもらっ
て、作成してもらっている。

3

児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画における子どもの支援
に必要な項目の設定及び具体的な支
援内容の記載

○ 46 1

4

子どもの状況に応じて、個別活動と集
団活動を適宜組み合わせた児童発達
支援又は放課後等デイサービス計画
の作成

○

5
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画に沿った適切な支援の
実施

○ 44 3

担当職員だけが支援計画の
内容を理解するのではなく、
支援に入る職員にも支援内
容を伝え、チームで支援する
体制を整えます。また、保護
者にも分かりやすい丁寧な説
明を行います。

6
チーム全体での活動プログラムの立
案

○

7
活動プログラムが固定化しないような
工夫の実施

○ 43 4
・体幹、指先の動き、言語等
色々な側面からプログラムさ
れています。

季節に応じた療育内容や、発
達年齢に応じた活動プログラ
ムを作成しています。子ども
によっては、同じプログラムを
続ける中で安心して活動に取
り組み、できる事柄を増やし
ていくことができます。子ども
の状況により、プログラムが
固定しないように内容を変
え、また少しずつ変化させて
います。保護者の方にも活動
の狙いをその都度、説明して
いきます。

8
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細
やかな支援

○

9
支援開始前における職員間でその日
の支援内容や役割分担についての確
認の徹底

○

10
支援終了後における職員間でその日
行われた支援の振り返りと気付いた
点などの情報の共有化

○

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用

事業所職員及び保護者の方の御意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。
評価を踏まえて、事業所の運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に活かしていきます。

事業所の現状評価 保護者の方の評価
評価を踏まえた

改善内容・改善目標
区分 チェック項目

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

（
続
き

）

適
切
な
支
援
の
提
供



はい
どちら
ともい
えない

いいえ 工夫した点、改善点 はい
どちら
ともい
えない

いいえ
わから
ない 保護者の方のご意見

事業所の現状評価 保護者の方の評価
評価を踏まえた

改善内容・改善目標
区分 チェック項目

11
日々の支援に関しての正確な記録の
徹底や、支援の検証・改善の継続実
施

○

12
定期的なモニタリングの実施及び児
童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画の見直し

○

1
子どもの状況に精通した最もふさわし
い者による障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議への参画

○

2

（医療的ケアが必要な子どもや重症
心身障害のある子ども等を支援して
いる場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携した支援の
実施

○

3

（医療的ケアが必要な子どもや重症
心身障害のある子ども等を支援して
いる場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と
連絡体制の整備

○

4

児童発達支援事業所及び放課後等
デイサービス事業所からの円滑な移
行支援のため、保育所や認定こども
園、幼稚園、小学校、特別支援学校
（小学部）等との間での支援内容等の
十分な情報共有

○

5

他の障害福祉サービス事業所等への
円滑な移行支援のため、それまでの
支援内容等についての十分な情報提
供

○

6
児童発達支援センターや発達障害者
支援センター等の専門機関と連携
や、専門機関での研修の受講の促進

○

7

児童発達支援の場合の保育所や認
定こども園、幼稚園等との交流や、放
課後等デイサービスの場合の放課後
児童クラブや児童館との交流など、障
がいのない子どもと活動する機会の
提供

○ 26 7 4 10

・実際の交流具合については
よく分かりませんが、文(おた
より)などについては情報交
換がよくされています。

年度内にみゆき保育園との
交流を計画しています。

8
事業所の行事への地域住民の招待
など地域に開かれた事業の運営

○

徒歩圏内に学校があり、地域
の方にあけぼの園を知っても
らうことができました。今後は
あけぼのフェスタ（夕涼み会）
の案内等を発信していくこと
を検討しています。

1
支援の内容、利用者負担等について
の丁寧な説明

○ 46 1
・その時々で目的や効果など
を教えてもらっています。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画を示しながらの支援内
容の丁寧な説明

○ 46 1

3
保護者の対応力の向上を図る観点か
ら、保護者に対するペアレント･トレー
ニング等の支援の実施

○ 37 8 2

・研修会等の開催により学習
することができています。
・よく集会や勉強会等聞いて
もらっています。

親子療育では支援者が行う
療育の場面を通じて、関わり
方を学んでもらっています。
また、いくじ学級や療育相談
では、専門家の話から子ども
の発達を理解し、成長を促す
関わり方を学ぶ機会を設けて
います。

4
子どもの発達の状況や課題につい
て、日頃から保護者との共通理解の
徹底

○ 44 3

・経過については文書で知ら
せてもらって安心しています。
・子が側にいて話しにくかった
り、先生がお忙しそうで話し
かけられない時があります。
事前に時間を作ってもらえな
いか確認した方がよいので
しょうか。

個別に丁寧に様子を伝えた
り、サービス提供記録の確認
をお願いしています。相談の
際には、必要に応じて別室で
子どもをお預かりすることもで
きます。事前の相談の確認を
していただけると、確実に時
間をお取りすることができま
すが、必ずしも必要というわ
けではありませんので、些細
な事でも遠慮なくお声かけく
ださい。

5
保護者からの子育ての悩み等に対す
る相談への適切な対応と必要な助言
の実施

○ 45 2
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6
父母の会の活動の支援や、保護者会
の開催による保護者同士の連携支援

○ 37 8 1 1

行事の際には、保護者会が
活動できる場面を設けていま
す。運動会では、保護者も子
どもも楽しめるイベントを企画
していただきました。3月に
は、あけぼの園内にて懇親
会を計画していただいていま
す。
あけぼの園主催によるクラス
の枠を超えた保護者交流会
を年に2回開催しています。

7

子どもや保護者からの苦情に対する
対応体制整備や、子どもや保護者に
周知及び苦情があった場合の迅速か
つ適切な対応

○ 42 2 3

今年度は、苦情はありません
でした。苦情受付担当は、副
園長、苦情解決責任者は園
長となっています。苦情が
あった場合は、迅速に対応
し、園だより等で公表いたし
ます。

8
障がいのある子どもや保護者との意
思の疎通や情報伝達のための配慮

○ 45 2

9
定期的な会報等の発行、活動概要や
行事予定、連絡体制等の情報につい
ての子どもや保護者への発信

○ 42 5

・毎月おたよりをもらっていま
す。
それにより行事予定もよくわ
かります。

毎月園だよりの発行を行い、
行事予定や、活動内容の報
告を行っています。マチコミを
利用し、地域の講演会のお
知らせ等もスムーズになりま
した。行事の参加についても
マチコミでの申し込みが定着
してきました。

10
個人情報の取扱いに対する十分な対
応

○ 44 2 1
取扱いについては、引き続
き、細心の注意を払ってまい
ります。

1
緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアルの策定と、
職員や保護者への周知徹底

○ 42 4 1

職員は社会福祉協議会及
び、あけぼの園のマニュアル
に沿って行動しています。警
報発令時や、避難した場合
の対応については、契約時ま
たは、年度当初に配布してお
りますので、ご確認ください。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に
避難、救出その他必要な訓練の実施

○ 46 1
・保護者にも訓練がわかるよ
う、知らせてもらっています。

定期的な避難訓練を行い、
園だより等を通じてお知らせ
しております。

3
服薬や予防接種、てんかん発作等の
子どもの状況の確認の実施

○

4
食物アレルギーのある子どもに対す
る医師の指示書に基づく適切な対応

○

5 安全管理の徹底 ○

6
家族等との連携を図るため、安全計
画に基づく取組内容についての家族
等へ周知

○ 45 1 1

7
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内
での共有の徹底

○

8
虐待を防止するための職員研修機会
の確保等の適切な対応

○

9

やむを得ず身体拘束を行う場合にお
ける組織的な決定と、子どもや保護者
に事前に十分に説明・了解を得た上
での児童発達支援計画又は放課後
等デイサービス計画への記載
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